
 

集金業務の取り止めおよび集金手数料新設について 

 

 

 

平素は房総信用組合に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 このたび、当組合は、昨今のキャッシュレス化の進行や人件費高騰等外部環境の

変化に加え、集金業務による現金・現物取扱いに伴う防犯上や不祥事の発生リスク

を軽減するため、令和 8 年 3 月末をもちまして、集金業務を取り止め・縮小する方

針と致しましたのでお知らせ致します。 

お客さまに於かれましてはご不便をお掛け致しますが、集金業務の取り止め・縮小

につきまして、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

尚、引き続き集金業務を希望されるお客さまには、以下に掲示しております手数

料を申し受けのうえ集金業務を継続致しますので、ご理解とご検討の程、宜しくお

願い致します。 

 

 

〇集金業務の取り止め・縮小、集金手数料設定日 

 

 令和８年４月１日（水） 

 

【集金手数料】 

内容 基準 金額 

１回 １回あたり 5,500 円 

週１回以下 月額 22,000 円 

週２回 月額 44,000 円 

週３回 月額 66,000 円 

週４回 月額 88,000 円 

週５回 月額 110,000 円 

 

 

 

【お問合せ先】 房総信用組合 各本支店 

 


